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入 札 公 告 

 

 

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。 

 

 

令 和 ７ 年 ２ 月 １ ２ 日  

 

 

                        国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                                水 産 資 源 研 究 所 管 理 部 門 長  木 白  俊 哉  

 

 

１ ． 調 達 内 容 

 

（ １ ） 調 達 件 名 及 び 数 量    （ 単 価 契 約 ） 横 浜 庁 舎 一 般 廃 棄 物 及 び 産 業 廃 棄 物 収 集 処 理

業 務  一 式  

 

（ ２ ） 調 達 仕 様    入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

（ ３ ） 履 行 期 間    自 ） 令 和 ７ 年 ４ 月  １ 日  

       至 ） 令 和 ８ 年 ３ 月 ３ １ 日  

 

（ ４ ） 納 入 場 所    入 札 説 明 書 に よ る 。    

 

（ ５ ） 入 札 方 法     入 札 金 額 は 、 単 価 に 予 定 数 量 を 乗 じ た 合 計 額 を 記 載 す る

こ と 。 ま た 、 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た

金 額 に 当 該 金 額 の １ ０ ０ 分 の １ ０ に 相 当 す る 額 を 加 算 し た

金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び

地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か

を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の １ １ ０ 分 の １ ０ ０ に

相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

 

２ ． 競 争 参 加 資 格 

 

（ １ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約 事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 １ ３ 年 ４ 月 １ 日 付 け １  

３ 水 研 第 ６ ５ 号 ） 第 １ ２ 条 第 １ 項 及 び 第 １ ３ 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 

（ ２ ） 令 和 ４ ・ ５ ・ ６ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統

一 資 格 の 「 役 務 の 提 供 等 契 約 ｣ の 業 種 ｢ 建 物 管 理 等 各 種 保 守 管 理 ｣ 又 は 「 そ の 他 」 で 「 Ａ 」 、

「 Ｂ 」 、 「 Ｃ 」 又 は 「 Ｄ 」 い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る こ と 。  

 

（ ３ ） 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事 長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及  

び 役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停 止  

措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

 

（ ４ ） 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ３ ２ 条  

第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

 

３ ． 入 札 説 明 書 等 の 交 付 方 法      競 争 参 加 希 望 者 は 、 以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説

明 書 、 入 札 心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

① 直 接 交 付  

神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 福 浦 ２ － １ ２ － ４  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

水 産 資 源 研 究 所  管 理 部 門 管 理 課  

電  話  ０ ４ ５ － ７ ８ ８ － ７ ６ ９ ０  

Ｆ Ａ Ｘ  ０ ４ ５ － ７ ８ ８ － ５ ０ ０ １  

② 宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 横 浜 庁 舎 一 般 廃 棄 物 及 び 産 業 廃 棄 物 収

集 処 理 業 務 入 札 説 明 書 宅 配 便 に て 希 望 」 と 記 入 し 、

社 名 、 担 当 者 名 、 住 所 、 電 話 番 号 を 記 載 の う え 、 上

記 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

③ メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 横 浜 庁 舎 一 般 廃 棄 物 及 び 産 業 廃 棄 物 収

集 処 理 業 務 入 札 説 明 書 メ ー ル に て 希 望 」 と 記 入 し 、

社 名 、 担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号 を 記 載

の う え 、 上 記 ① あ て Ｆ Ａ Ｘ 送 信 す る こ と 。  

 

 

４ ． 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 等    仕 様 書 等 に 関 し 質 疑 が あ る 場 合 に は 、 令 和 ７ 年 ２ 月 ２

６ 日 ま で に 上 記 ３ ． あ て に メ ー ル （ ア ド レ ス は 入 札 説 明

書 に 記 載 ） 又 は フ ァ ッ ク ス に て 質 疑 を 行 う こ と 。 当 日 ま

で の 質 疑 を 取 り ま と め 、 回 答 は 入 札 説 明 書 受 領 者 全 員 に

対 し て 行 う と と も に 当 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ に て 公 表 す る
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こ と に よ り 入 札 説 明 会 に 代 え る 。  

                  な お 、 当 該 日 以 降 に 質 疑 が 発 生 し た 場 合 も 随 時 受 け 付

け 、 同 様 に 対 応 す る 。  

                  た だ し 、 質 疑 内 容 に 個 人 に 関 す る 情 報 で あ っ て 特 定 の

個 人 を 識 別 し 得 る 記 述 が あ る 場 合 及 び 法 人 等 の 財 産 権 等

を 侵 害 す る お そ れ の あ る 記 述 が あ る 場 合 に は 、 当 該 箇 所

を 伏 せ 又 は 当 該 質 疑 を 公 表 せ ず 、 質 疑 者 の み に 回 答 す る

こ と が あ る 。  

 

５ ． 入 札 の 日 時 及 び 場 所 等  

 

（ １ ） 入 札 の 日 時 及 び 場 所       令 和 ７ 年 ３ 月 １ ２ 日  １ ４ 時 ０ ０ 分  

                                 神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 福 浦 ２ － １ ２ － ４  

                                 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

                 横 浜 庁 舎  ビ デ オ ラ イ ブ ラ リ ー 室  

 

（ ２ ） 郵 便 に よ る 入 札 書 の          令 和 ７ 年 ３ 月 １ ２ 日  １ ２ 時 ０ ０ 分  

受 領 期 限 及 び 提 出 場 所     ３ ． ① に 同 じ 。  

 

６ ． そ  の  他  

 

（ １ ） 契 約 手 続 き に お い て  

使 用 す る 言 語 及 び 通 貨         日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

 

（ ２ ） 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金    免  除 。  

 

（ ３ ） 入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格 の な い 者 の 提 出 し た 入 札

書 及 び 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札 書 は 無 効 と す る 。  

 

（ ４ ） 契 約 書 作 成 の 要 否         要 。  

 

（ ５ ） 落 札 者 の 決 定 方 法       予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入

札 を 行 っ た 入 札 者 を 落 札 者 と す る 。  

 

（ ６ ） 競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知  

書 写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

 

（ ７ ） 詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

 

 

８ ． 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  

 

（ １ ） 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先  

次 の ① 及 び ② い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先  

①  当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 （ 役 員 経 験 者 ） が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課 長

相 当 職 以 上 の 職 を 経 験 し た 者 （ 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ） が 役 員 、 顧 問 等
※ 注 １  

と し

て 再 就 職 し て い る こ と  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の ３ 分 の １ 以 上 を 占 め て い る こ

と
※ 注 ２

 

な お 、 「 当 機 構 」 と は 、 改 称 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 及 び 国 立 研 究 開

発 法 人 水 産 総 合 研 究 セ ン タ ー 、 統 合 前 の 独 立 行 政 法 人 水 産 大 学 校 を 含 み ま す 。  

※ 注 １   「 役 員 、 顧 問 等 」 に は 、 役 員 、 顧 問 の ほ か 、 相 談 役 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す

る 者 で あ る か を 問 わ ず 、 経 営 や 業 務 運 営 に つ い て 、 助 言 す る こ と 等 に よ り 影 響 力

を 与 え る と 認 め ら れ る 者 を 含 む 。  

※ 注 ２   総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 の 額 は 、 当 該 契 約 の 締 結 日 に お け る 直 近 の 財 務 諸 表 に 掲

げ ら れ た 額 に よ る こ と と し 、 取 引 高 は 当 該 財 務 諸 表 の 対 象 事 業 年 度 に お け る 取 引

の 実 績 に よ る 。  

 

（ ２ ） 公 表 す る 情 報  

上 記 （ １ ） に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、 物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契

約 締 結 日 、 契 約 先 の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公 表 す る 。  

①  当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 （ 当 機 構 Ｏ Ｂ ） の 人 数 、 職 名 及 び

当 機 構 に お け る 最 終 職 名  

②  当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

③  総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず

れ か に 該 当 す る 旨  

３ 分 の １ 以 上 ２ 分 の １ 未 満 、 ２ 分 の １ 以 上 ３ 分 の ２ 未 満 又 は ３ 分 の ２ 以 上  

④  一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨  

 

（ ３ ） 当 機 構 に 提 供 し て い た だ く 情 報  

①  契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 Ｏ Ｂ に 係 る 情 報 （ 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当

機 構 に お け る 最 終 職 名 等 ）  

②  直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高  

 

（ ４ ） 公 表 日  

契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て ７ ２ 日 以 内 （ ４ 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て



 - 3 - 

は 原 則 と し て ９ ３ 日 以 内 ）  

 

（ ５ ） そ の 他  

当 機 構 ホ ー ム ペ ー ジ （ 契 約 に 関 す る 情 報 ） に 「 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構

が 行 う 契 約 に 係 る 情 報 の 公 表 に つ い て 」 が 掲 載 さ れ て い る の で ご 確 認 い た だ く と と も に 、

所 要 の 情 報 の 当 機 構 へ の 提 供 及 び 情 報 の 公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約

の 締 結 を 行 っ て い た だ く よ う ご 理 解 と ご 協 力 を お 願 い い た し ま す 。  

な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ

き ま す の で 、 ご 了 知 願 い ま す 。  

 

 

９ ． 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ い て  

 

当 機 構 で は 、 国 よ り 示 さ れ た 「 研 究 機 関 に お け る 公 的 研 究 費 の 管 理 ・ 監 査 の ガ イ ド ラ イ ン

（ 実 施 基 準 ） 」 （ 平 成 １ ９ 年 ２ 月 １ ５ 日 文 部 科 学 大 臣 決 定 ） に 沿 っ て 、 公 的 研 究 費 の 契 約 等

に お け る 不 正 防 止 の 取 り 組 み を 行 っ て お り 、 取 り 組 み の ひ と つ と し て 、 取 引 先 の 皆 様 に 「 国

立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 」 （ U R L ： h t t p : / / w w w .

f r a . a f f r c . g o . j p / k e i y a k u / p l e d g e _ r e q u e s t / n o t e _ c o n t r a c t . p d f ） を ご 理 解 い た だ き 、 一 定 金

額 以 上 の 契 約 に 際 し て 、 当 該 注 意 事 項 を 遵 守 す る 旨 の 「 誓 約 書 」 の 提 出 を お 願 い し て い ま す 。  

公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 関 係 書 類 （ ① 公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の 提 出 に つ

い て 、 ② 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 と の 契 約 等 に あ た っ て の 注 意 事 項 、 ③ 誓 約

書 ） は 、 入 札 説 明 書 に 添 付 し ま す の で 、 契 約 相 手 方 と な っ た 場 合 は 、 誓 約 書 の 提 出 を お 願 い

し ま す 。  

な お 、 当 機 構 の 本 部 、 研 究 所 、 開 発 調 査 セ ン タ ー 、 水 産 大 学 校 い ず れ か １ 箇 所 に １ 回 提 出

し て い た だ け れ ば 、 当 機 構 内 の 次 回 以 降 の 契 約 で は 再 提 出 す る 必 要 は あ り ま せ ん 。  
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２）産業廃棄物　※マニフェスト交付対象

そ の 他 ： 残渣の例：マグロやブリの頭部、胴体
分別が困難な魚類等残渣物（魚類生ゴミ）を含むプラ容器につ
いては廃棄物管理上の汚泥廃棄物として排出する（内容物には
試薬・実験廃液類を含まないものとする）。

収集時間： 原則として9時30分～12時00分までの間とする。

収集場所： 別紙図のとおり（※横浜庁舎のみ）

そ の 他 ： 可能な限りリサイクルに努めるものとする。

汚泥（魚類等残渣物）

収集頻度： 毎月２回及び担当職員から別途指示する日時

※調査船係留桟橋については担当職員から別途指示する日時とする。

収集時間 ： 原則として8時30分～17時00分までの間とする。

収集場所 ： 別紙図のとおり

収集頻度 ： 毎週月曜日から金曜日のうち週１回とする。

※廃プラスチックは担当職員から別途指示する日時とする。

収集場所 ： 別紙図のとおり

不燃性廃棄物（ビン、缶、ペットボトル、発泡スチロール及び廃プラスチック）

　※廃プラスチックは実験作業で使用したものを除く

収集頻度 ： 毎週月曜日から金曜日のうち週３回とする。

※調査船係留桟橋については担当職員から別途指示する日時とする。

収集時間 ： 原則として8時30分～17時00分までの間とする。

６. 業 務 内 容 １）一般廃棄物

一般廃棄物（可燃性廃棄物及び生ゴミ類）

至）令和８年３月３１日

５. 予 定 数 量 別紙予定数量表のとおり

請負業者指定処分場

４. 業 務 期 間 自 ） 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日

　　国立研究開発法人水産研究・教育機構

　　調査船係留桟橋

２）運搬・処分場所

　　国立研究開発法人水産研究・教育機構

　　横浜庁舎

②　神奈川県横浜市金沢区幸浦１丁目地先

３. 業 務 場 所 １）収集場所

①　神奈川県横浜市金沢区福浦２－１２－４

２. 業 務 目 的 　本業務は、横浜庁舎及び調査船係留桟橋から排出される一般廃棄物及び産業廃棄物につい

て、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律｣及び条例等の関係法令に基づき、適正に収集、運

搬及び処分することを目的とする。

業 務 仕 様 書

１. 件 名 横浜庁舎一般廃棄物及び産業廃棄物収集処理業務
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③

ア

イ

ウ

④

ア

イ

ウ

エ

オ

⑤

ア

イ

ウ

①

ア

イ

ウ

②

ア

イ

ウ

イ

③

ア

イ

ウ

エ

７. そ の 他 仕様書に記載のない詳細事項については、担当職員の指示に従うものとする。

　収集運搬等に当たっては、飛散流出しないように対策を講じるものとする。

　収集運搬等に伴う悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じな
いように必要な措置を講ずるものとする。

　収集運搬車・運搬容器は、廃棄物が飛散、流出及び臭気が漏れるおそれのない
ものであること。

　マニフェストの記入方法は廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物
処理法」という。）の定めによる。

その他

　対象の廃棄物を収集運搬等するための許可証の写しを提出するものとする。

　処分場への運搬終了時にマニフェストＢ２票を提出するものとする。

　中間処理終了時にマニフェストＤ票を提出するものとする。

　最終処分終了時にマニフェストＥ票を提出するものとする。

　業務の履行に伴って事故が発生した場合には、直ちにその旨を関係機関及び担
当職員に連絡し、その処理については担当職員と協議し、責任をもって一切の手
続を行うものとする。

マニフェスト　※交付対象は上記を参照のこと

　作業は、常に安全第一を心がけ、業務上の事故防止については細心の注意を払
い、必要な対策を講じるものとする。

　積み込み、運搬、積み下ろしその他業務の安全が図られるように人員を配置す
るものとする。

※別紙図の収集場所以外の場所からの運搬・積込み作業につい
ては別途契約とする。

３）共通事項

安全対策

収集時間： 原則として8時30分～17時00分までの間とする。

収集場所： 別紙図のとおり（※横浜庁舎のみ）

とする。

水銀含有産業廃棄物（廃蛍光管）

収集頻度： 担当職員から別途指示する日時とする。

冷媒回収対象機器： 運搬・処分費用については本契約に含むものとし、

冷媒回収費用については別途契約とする。

家電リサイクル対象機器： 運搬及び家電リサイクル費用については別途契約

収集場所： 別紙図のとおり（※横浜庁舎のみ）

※別紙図の収集場所以外の場所からの運搬・積込み作業につい
ては別途契約とする。

収集頻度： 担当職員から別途指示する日時とする（年間６回程度）。

収集時間： 原則として8時30分～17時00分までの間とする。

収集場所： 別紙図のとおり（※横浜庁舎のみ）

産業廃棄物（粗大ゴミ等）※実験作業で使用したものを除く

収集頻度： 担当職員から別途指示する日時

収集時間： 原則として8時30分～17時00分までの間とする。

汚泥（脱水汚泥）
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【業務仕様書別紙】

品　名 年間予定数量 単位 備考

（一般廃棄物）

一般廃棄物
（可燃性廃棄物及び
生ゴミ類）

6440 kg

（産業廃棄物）

缶・ビン・ペットボトル 1650 kg

発泡スチロール 370 kg

廃プラスチック 2610 kg

汚泥（魚類等残渣物） 13120 kg

汚泥（脱水汚泥） 750 kg

金属くず・廃プラスチック等混合物
（粗大ゴミ）

130 ㎥

水銀含有産業廃棄物（廃蛍光管） 350 kg

横浜庁舎一般廃棄物及び産業廃棄物収集処理業務年間予定数量表


